様式3
質　問　回　答　書

令和８年　６月１７日


「令和８年度自殺対策ＳＮＳ相談運営業務委託　公募型プロポーザル」に関する質問について、下記のとおり回答します。

	質問
	回答

	仕様書
５委託業務の内容
（６）相談体制
　ウ　相談者の資格
・「カウンセリング有資格者」について、記載されている資格以外に、以下の資格保有者も対象に含まれるでしょか。
　　社会福祉士、SNSカウンセラー
　　産業カウンセラー
　　キャリアコンサルタント

・企業独自で主催する研修や試験によって資格を付与した大学生又は大学院生について、「カウンセリング有資格者」に含まれるでしょうか。
	
・当業務は自殺防止の一助としてSNSによる相談体制を整備するものであるため、メンタルヘルスに係る相談を行う社会福祉士、SNSカウンセラー及び産業カウンセラーについては「カウンセリング有資格者」として認められます。一方、職業生活に係る相談を主とするキャリアコンサルタントについては、対象に含めておりません。


・カウンセリング有資格者については、公的資格又は第三者機関による認定資格を有する者を対象としており、学生資格及び企業等が独自に付与する資格については含めておりません。






